
静
岡
県
で
医
師
の
住
所
氏
名
が
、
全
県
的
な
規
模
で
発
表
さ
れ
た

の
は
、
明
治
二
十
五
年
発
行
の
「
静
岡
県
医
師
名
簿
」
が
最
初
で
あ

プ
（
》
Ｏ

こ
の
医
師
名
簿
は
、
静
岡
県
連
合
医
会
の
会
員
名
簿
と
し
て
印
刷

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
発
行
年
月
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
県
内

医
師
の
死
亡
・
転
出
そ
の
他
の
動
向
よ
り
、
明
治
二
十
五
年
四
月
現

在
の
医
師
を
対
象
と
し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
二
十
四
年
四
月
、
県
知
事
よ
り
郡
市
役
所
お
よ
び
町
村
役
場

へ
「
医
会
準
則
」
を
交
付
し
、
こ
れ
に
準
じ
て
、
お
よ
そ
郡
市
を
単

位
と
し
て
、
同
年
六
月
ま
で
に
、
医
会
を
設
立
す
べ
き
旨
を
通
達
し

た
。

「
医
会
準
則
」
は
第
一
条
目
的
で

一
、
医
風
ヲ
改
良
シ
医
術
ノ
進
歩
ヲ
計
ル
事

一
、
医
師
業
務
上
二
関
ス
ル
事
件
ヲ
協
議
ス
ル
事

医
会
設
立
当
時
の
静
岡
県
医
師
人
名
簿

土
屋
重
朗

一
、
伝
染
病
及
地
方
病
ノ
原
因
ヲ
探
究
シ
之
レ
カ
予
防
法
ヲ
講
究
ス

ル
事

一
、
地
方
衛
生
上
ノ
利
害
得
失
ヲ
講
究
シ
ソ
ノ
改
良
進
歩
ヲ
計
ル
事

の
四
項
を
し
め
し
て
お
り
、
ま
た
第
三
条
で
は
、
「
管
内
二
居
住

ス
ル
医
師
〈
総
テ
医
会
二
加
入
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。

県
内
で
は
、
こ
の
準
則
に
し
た
が
っ
て
、
十
五
の
医
会
が
設
立
さ

れ
た
。
つ
い
で
二
十
四
年
十
月
、
そ
の
連
合
組
織
と
し
て
、
静
岡
県

連
合
医
会
が
結
成
さ
れ
、
会
長
以
下
の
役
員
選
出
、
連
合
医
会
規
則

等
の
審
議
が
行
わ
れ
た
。

さ
ら
に
翌
二
十
五
年
三
月
、
臨
時
総
会
が
開
催
さ
れ
、
こ
の
時
会

員
名
簿
を
作
製
す
る
こ
と
を
議
決
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
翌
二

十
六
年
静
岡
県
連
合
医
会
は
、
全
国
的
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
大

日
本
医
会
へ
加
入
し
た
。

と
こ
ろ
で
県
内
の
十
五
医
会
の
会
員
総
数
は
、
六
五
六
名
（
二
医

会
に
加
入
し
て
い
る
者
の
一
名
分
を
差
引
く
と
実
数
は
六
四
五
名
）
。
こ
の

会
員
数
は
「
静
岡
県
衛
生
第
十
三
次
年
報
（
明
治
二
十
五
年
）
」
に
記

載
の
医
師
数
七
五
九
名
よ
り
一
○
三
名
少
な
い
。

医
会
準
則
に
は
管
内
の
医
師
は
す
べ
て
医
会
に
加
入
す
べ
き
も
の
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と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
未
加
入
の
者
も
い
た
ら
し
い
。

一
方
「
衛
生
年
報
」
も
一
部
前
年
死
亡
者
の
抹
消
が
行
わ
れ
ず
算
出

し
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
、
杜
撰
な
点
が
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
た
め
に
、
医
師
数
に
開
き
が
で
た
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
、
当
時
の
医
師
の
資
格
取
得
の
種
別
を
ゑ
る
と
、
従
来
開

業
医
、
内
務
省
免
許
医
、
奉
職
履
歴
医
、
相
続
医
、
限
地
開
業
医
、

指
定
並
び
に
官
立
医
学
校
卒
業
医
、
大
学
卒
業
医
等
で
あ
っ
た
。
静

岡
県
衛
生
年
報
（
明
治
二
十
五
年
）
に
よ
る
と
、
七
五
九
名
中
、
卒
業

九
○
（
二
・
八
％
）
、
試
験
二
○
一
（
二
六
・
五
％
）
、
奉
職
履
歴
医

五
四
（
七
・
一
％
）
、
従
来
開
業
三
六
七
（
四
八
・
四
％
）
、
相
続
三
八

（
五
％
）
、
限
地
開
業
九
（
一
・
二
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

「
卒
業
」
と
は
、
文
部
省
指
定
医
学
校
・
官
立
医
学
校
・
大
学
の
各

卒
業
者
で
無
試
験
で
医
師
開
業
免
状
が
授
与
さ
れ
た
。

前
記
「
卒
業
」
者
が
静
岡
県
に
正
確
に
ど
れ
だ
け
い
た
か
、
ま
た

そ
の
氏
名
と
出
身
学
校
を
調
べ
る
た
め
、
「
医
師
名
簿
」
と
、
東
大
、

千
葉
大
、
東
北
大
、
岡
山
大
、
金
沢
大
、
長
崎
大
、
京
都
府
医
大
、

大
阪
大
、
名
古
屋
大
の
各
医
学
部
の
同
窓
会
名
簿
、
お
よ
び
本
誌
二

三
巻
一
号
酒
井
・
鈴
木
資
料
、
同
二
七
巻
四
号
小
関
資
料
等
と
氏
名

を
照
合
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
医
師
名
簿
中
の
「
卒
業
」
者
は
七
一

名
で
、
全
体
の
二
％
に
相
当
し
た
（
衛
生
年
報
で
は
二
・
八
％
）
。

う
ち
東
大
系
卒
十
名
、
東
大
医
学
別
課
卒
四
三
名
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
に
、
医
師
名
簿
に
は
各
医
会
毎
に
、
会
長
・
副
会
長
・
幹
事

の
役
職
が
住
所
氏
名
の
上
に
付
し
て
あ
る
の
で
、
そ
の
人
達
に
つ
い

て
検
討
し
た
結
果
、
会
長
は
東
大
系
（
東
京
医
学
校
・
東
京
大
学
医
学

部
・
帝
国
大
学
医
科
大
学
）
が
多
く
、
副
会
長
、
幹
事
は
東
大
医
学
別

課
出
身
者
が
断
然
多
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
医
師
名
簿
よ
り
正
規
の
医
学
校
卒
業
者
を
把
握

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
治
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
、
西
洋
医
学

特
に
ド
イ
ツ
医
学
の
地
方
へ
の
伝
播
の
状
況
の
一
端
を
う
か
が
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
医
師
名
簿
に
は
、
幕
末
、
維
新
の
著
明
な
蘭
学
塾
等
の
出

身
者
の
名
前
も
散
見
す
る
。

（
清
水
市
開
業
）
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